
岩手県新型コロナウイルス感染症
感染防止に向けた重点的な取組

令和４年５月30日

岩手県
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資料２－４

１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い
２ 事業所・飲食店へのお願い
３ 教育・保育施設へのお願い
４ 学校へのお願い
５ 福祉施設へのお願い
６ 医療機関へのお願い
７ 思いやりの気持ちと冷静な行動のお願い
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(1) 外出に係る留意事項

混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出は避けるようお願
いします。

(2) 感染が拡大している地域等との往来

移動先の感染状況や、都道府県の要請内容を確認し、慎重な行
動をお願いします。

１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い



※ 重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患のある方等）
新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち重症化しやすいのは、高齢者と基礎疾患のある方、一部の妊娠後期の方です。
重症化のリスクとなる基礎疾患等には、慢性閉塞性肺疾患（ COPD ）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満、喫煙があります。

出典：「新型コロナウイルス感染症の“いま”に関する11の知識（2022年５月版）」（厚生労働省）
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(3) 基本的な感染対策の再徹底

家庭や職場を含むすべての場における基本的な感染対策の再徹底
をお願いします。
職場の同僚や友人など親しい間柄であっても、感染対策の徹底をお
願いします。
特に重症化リスクの高い方（高齢者、基礎疾患のある方等※）や、幼
稚園・保育園・小学校に通う子どもの同居家族の方は一層の注意をお
願いします。

１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い
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(3) 基本的な感染対策の再徹底

・ こまめな手洗い、咳エチケット、場面に応じたマスク着用を励行する。

・ ワクチン接種後もマスクを着用する。

・ マスクは、飛沫防止効果の高い不織布マスク等を正しい方法で着用する。

・ 室内の換気、湿度の調節を心がける。

・ 毎日の健康確認。

・ 体調不良時は外出を避け、電話相談の上で早期受診する。

・ 密閉・密集・密接の重なる三密の場面だけでなく二つあるいは一つだけでも

感染リスクがあることから、それらの要素を伴う会合等を回避する。

・ 会食は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用する。

・ 感染対策が整っている「いわて飲食店安心認証」 店の利用を推奨します。

１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い
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«場面に応じたマスク着用の実践例»

【マスクを外してよい場面】

①屋外

・ 会話がほとんどない場合

・ 会話があっても相手と２ｍ以上（目安）離れている場合

➢ 徒歩や自転車での通勤・通学など

➢ 散歩やランニングなどの離れて行う運動

➢ 鬼ごっこなどの密にならない外遊び

②屋内

・ 相手と２ｍ以上（目安）離れていて、会話がほとんどない場合

・ 会話があっても相手と２ｍ以上（目安）離れていて、十分な換気など対策を

とっている場合

１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い

２ｍ(目安)

※ 熱中症の予防について
マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節がしづらく

なってしまいます。
高温や多湿の環境下では、熱中症のリスクが高まるので、上記の場面では、マスクを外すようにしましょう。
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«場面に応じたマスク着用の実践例»

【マスク着用が必要な場面】

①屋外

・ 相手と近距離（２ｍ未満（目安） ）で会話をする場合

②屋内

・ 相手と２ｍ以上（目安）離れていても、会話をする場合（※十分な換気など対策

をとっている場合を除く）

・ 人との身体的な距離が確保できない場合（２ｍ未満（目安） ）

➢ 公共交通機関を利用する場合

③重症化リスクの高い方と接する場面

・ 高齢者と会う場合

・ 病院に行く場合

１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い

※ マスク着用が必要な場面に備えて、外出する際は、マスクを持参するようにしましょう。
※ ２歳未満の乳幼児のマスク着用は推奨されません。
※ ２歳以上の小学校就学前の子どもに、無理にマスクを着用させる必要はありません。
※ 本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることはやめましょう。
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１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い

［参考］令和４年５月20日付事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
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１ 県民の皆様・来県された皆様へのお願い

(4) PCR等の無料検査の活用

感染リスクが高い環境にある方など、感染不安を感じる無症状の
県民の方はＰＣＲ検査等を受けていただくようお願いします。

（想定例）

・ 感染が拡大している地域を往来した方。

・ 感染が拡大している地域の方と、長い時間飲食などを共にしたことなどに

より感染不安を抱える方。
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(1) 事業所へのお願い

・ 従業員の健康状態を記録する。

・ 発熱等症状のある従業員は出勤せず、早期に医療機関を受診する。

・ 昼食時、休憩時を含めて会話時のマスク着用を徹底する。

・ 休憩室、更衣室においても会話時のマスク着用を励行するとともに、密が生じな
いような過ごし方を徹底する。

・ 食堂、喫煙室では、マスクを外した会話とならないよう注意する。

・ 在宅勤務（テレワーク）、ローテーション勤務、時差出勤等により、人との接触を
低減する。

・ オンライン会議の活用等により、出張機会を低減する。

・ 県民生活・県民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、県民生活およ
び県民経済安定のため、業務継続計画の点検を行い、事業の継続を図る。

２ 事業所・飲食店へのお願い
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２ 事業所・飲食店へのお願い

(2) 飲食店・宿泊施設などへのお願い

・ 宿泊施設、飲食店、歓楽街の店舗は、自己点検の上、業種別ガイドラインの遵守
を徹底する。

・ 宿泊施設、飲食店、歓楽街の店舗を利用する場合は、店舗等の感染対策の取
組へ協力する。

・ 飲食店の利用者と従事者は、接触情報、連絡先情報を記録する。

・ 「いわて飲食店安心認証」の取得に取り組む。
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３ 教育・保育施設へのお願い

・ 症状のある子どもの登園を自粛する。

・ マスクを着用する場合には、子どもの体調変化に十分注意する。
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４ 学校へのお願い

（県立学校）

・ 症状のある子どもの登校を自粛する。

・ 校外で行う活動（修学旅行、遠足、社会科の見学、体験活動等）については、十分
な感染防止対策を行った上で実施する。

・ 体育祭等の学校行事は、地域の感染状況を踏まえ、学校長が慎重に判断する。

・ 部活動は、地域の感染状況や競技特性及び活動形態等を踏まえ、慎重に判断し、
活動時間は可能な限り時間短縮を図る。

・ 他校との練習試合や県外へ移動して活動（県外の学校等との活動を含む）する際
は、事前に遠征先の感染状況や制限等を確認し、慎重に判断する。

・ 大会・コンクール等の参加に当たっては、主催者等が示す「新型コロナウイルス感
染拡大予防ガイドライン」に基づいた行動を徹底する。

（市町村立及び私立の小学校・中学校・高等学校）

・ 県立学校の取組に準じて対応する。

・ 感染が確認された場合は、県と連携して感染拡大防止を徹底する。
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５ 福祉施設へのお願い

・ 面会に際しては、相互にマスク着用をする。

・ 自覚症状を有する職員等への早期受診を推奨し、感染が確認された場合の連絡
体制の整備や初動対応についてのシミュレーションを実施する。

・ 食堂やホールなどの共有スペースでの感染対策を徹底する。

・ 職員の休憩室や更衣室での感染対策を徹底する。
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６ 医療機関へのお願い

・ 発熱等の症状のある方に対して積極的な検査を実施する。
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７ 思いやりの気持ちと冷静な行動のお願い

感染された方々やその家族などに対する差別、偏見、誹謗中傷は決し
て許されません。相手を思いやる気持ちを持ち、冷静に行動しましょう。

医療関係者をはじめ、県民生活に不可欠なサービスの提供に従事して
いる皆さまに、感謝と思いやりの気持ちをもって応援してくださるようお願
いします。

新型コロナワクチンは、本人の意志に基づき接種を受けるものであり、
職場や周りの方への接種の強制や、接種を受けていない方への差別的
な扱いをすることの無いようお願いします。


